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《令和4年2月市議会環境経済委員会資料》

第17号議案令和4年度長崎市一般会計予算
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1 概要

農業委員会においては、農地法に基づく農雌胴や権利移動等の許認可事務のほか、農地の

利用状況調査により判明した遊休農地所有者に対し利用意向調査を行い、今後の意向を把握す

るとともに、すでに山林化した農地の非農地判断を行い、守るべき農地の明確化や実態に即し

た農地台帳の整備に努めている。

また、主たる使命である「農地等の利用の最適化の推進」のため、議会の同意を得て市長か

ら任命された農業委員と、農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員が、地域の農業

者からの相談対応や集落の話合いにおける中心的な役割を担うほか、農地中間管理機構等の関

係機関と密接に連携しながら、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止,解

消、綜見参入の促進のための活動を積極的に行っている。

令和4年度は、国の新たな経済対策の中で、農地の集積・集約化を加速化することが位置づ

けられ、農業委員会の委員が、現場で農地等の利用状況や出し手・受け手の意向等を効率的か

つ速やかに把握し、その情報をデータベースに反映し関係機関等と共有していくことが重要と

されていることから、タブレット端末を導入し農業委員会の体制整備を図る。

2 事業内容

①委員報酬 【25,895千円】

ア月額報酬(21,741千円)
(ア)'会長(1 名) 月額 100円62,

(イ)農業委員(18名) 月額 200円47,

(ウ)農地利用最適化推進委員(24名) 月額 500円37,

イ年額報酬 (4,1 54千円)

:・ 農地等の利用の最適化の推進に係る活動及び成果実績報酬

②活動経費 【5,953千円】

ア農地の利用状況調査、利用意向調査及び非農地判断(1,283千円)
管内農地の利用状況調査を実施し、遊休農地の所有者に対し、農地中問管理機構への

農地貸付等の意向調査を行い、貸し出す意向を示した農地りストを同機構へ提供し、認

定農業者などの地域の農業の担い手へその農地を貸し付けることで、農地集約と利用促
進を図る。

また、利用状況調査の結果、農地の現況が一体的に山林化して再生困難な場合は、農
業委員会総会での審議を経て、非農地判断業務を実施する。
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イタブレット端末導入(1,536千円)

(ア)タブレット端末購入台数 24台

(イ)導入に係る経費 1,536,000円

・購入費 960,m0円(@40千円X24台)

・通信費 576,m0円(@2千円X24台X12か月)

(ウ)活用イメージ

【現行】

1農業委員会の委員】

1 紙の地図を見て調査対象農地を確認

調査結果を紙の調査票に記入
デジタルカメラで適宜瑞兄を写真撮影

農地利用状況調査

【タブレット端末導入後】

【農業委員会の委員】

①タブレット端末の地図(デジタル)を
見て、調査対象農地を硲鳳

才紙の地図を携帯する必要がない
コ GPS機能※を活用し調査対象農地

の位置確認力儕易になる

②調査結果をタブレット端末に入力
⇔紙の調査票を携帯する必慶がない

③タブレット端末で珊兄を写真撮影
コデジタルカメラ等の機器を携帯す

る必慶がない

早

(紙ベースで報告)

,

雫

【農業委員会事務局】

報告された調査結果等を
システムに手入力

ウその他経費(旅費、通信運搬費ほか)

財源内訳

※GPSとは地球上の現在位置を、人工衛星力略の電波で測り知る装置

3

(ペーパーレス化)

事業費

干円

87331,

※1

千円

848

【農業委員会事務局】

反映された調査結果等を

確認し、更新
⇔システムへの入力

作業等力働率化、省力化

される

長崎県機構集積支援事業交イ寸金及び長崎県農地利用最適化交イ寸金

並びに農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業補助金【補助率定剖

保険料個人負担金※2

国庫支出金

千円

県支出金※1

(3,1 34千円)

財

6,

千円

973

源

地方債

内

千円

訳

その他※2
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農業委員及び農地利用最適化推進委員の主な業務

(1)農委法第6条第1項に基づく業務

農地法その他の法令による、農業委員

会の権限事項

事 項

(ア)

(2)農委法第6条第2項

に基づく業務

農地等の利用の最適化

の推進

総会の出席(毎月)

農地の権利移動や転用等の許可・決定等

(イ)

aX旦い手への
農地利用の
集積・集約
化

主な業務

農地の権利移動や転用等に係る現地確認

(案件の都度)

(ア)農地所有者等への農地の意向調査(随時)

(イ)農地の出し手と受け手の調整(随時)

(ウ)農地中間管理機構との連携活動(随時)

(エ)

②遊休農地の
発生防止・
解消

地域(集落)における話し合いへの参加(随時)

※話し合いの場での中心的な役割を担う

(ア)

(3)農委法第6条第3項に基づく業務

農地ξトロール(農地利用状況調査)

※重点月間:8月

(イ)

(4)農委法第開条に基づく業務

遊休農地の利用意向調査

※重点月問:11月~2月

(ウ)遊休農地の活用についての相談活動(随時)

@漸ま見参入の
促進

※表中の農委法:農業委員会等に関する法律

(エ)非農地判断業務(随時)

(ア)新加恍農者、緋見参入者への相調舌動(随陶

(イ) 邪見就農者、辧見参入者の農地確保に向けて、

農地所有者や地域との調整(随時)

(ア)

(ア)

農業一般に関する情報提供等

農地等の利用の最適化の推進に関する施策等に

ついての意見書の提出(年1回)

・ 3 ・
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